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≪お客様の個人情報の取り扱いについて≫

理研産業株式会社は、お客様からご提供いただく個人情報の保護のため個人情報保護方針

を定めています。ご提供いただいた個人情報は、個人情報保護方針と弊社社内規定に基づ

き管理・取扱いし以下に記載する範囲で利用させていただきます。

個人情報管理責任者：牛尾祐三

RIKEN オンラインセミナー

「建設業における2024年問題への対策セミナー」

■セミナーお申込方法
各セミナー枠内にあるQRコードをスマートフォン等で読み取って、リンク先のフォームよりお申し込みください。
複数名での受講を希望される場合、お一人様ごとの申込が必要です。

（１）取扱う商品・サービスのご提供のため

（２）開催（主催・共催・協賛）するフェア・催し物・セミナー等に関するご案内のため

（３）お問い合わせ、資料請求その他ご依頼等への対応のため

（４）その他事前にご同意いただいた目的のため

【 弊社ホームページ(URL) https://www.riken-21.co.jp/iso-csr/#anchor3 】

5月25日(木) 10:00 10:45

10:00 ▶ 10:45
お申込みはこちら

～建設業の2024年問題を知り、今からの考える課題を見直そう！！～

建設業における2024年問題への対策セミナー

クロノス株式会社
広島営業所

長尾聡志 氏

来年4月に迫った2024年問題の準備は万全でしょうか。
「2024年問題とは？」という方から「対応を検討しているけど行き詰まっている」
という方に向けて、クロノスのシステム対応を含めて分かりやすく説明いたします。

建設業における2024年問題ってなに？？
■ 「建設業における2024年問題」の簡単な具体的問題点
例) 時間外労働は原則として月45時間・年360時間まで

時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）でも、以下を守らなければなりません。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、2～6か月平均が全て１月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

https://www.riken-21.co.jp/iso-csr/#anchor3
https://zoom.us/webinar/register/WN_kCZzvwJuSRGtojhl1jSJcg

